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十七世紀イングランド常備軍についての主張

献呈の辞

関係者各位へ

捕 らえる者、彼が なす人である。1

あなたがたの祖国に対する大いなる情熱と、祖国への多大な貢献、またそのために数知

れず自らの身を危険にさらし、私利私欲 に走 らない行動 を考慮すれば、あなたがたへの賛

辞を以下の論説の序文にすることはその功績にたいして当然 といえるでしょう。あなたが

たが王国の自尊心 を抑え、,'り を控えさせたのである。 また、あなたがたは共和国から、

人々の心を堕落 させた り魂を破壊するような不純物や汚物 をとり除いた救済者であ り聖職

者である。あなたがたは枢密顧問官はあてにで きず、あなたがたの指揮下の船舶には信頼

が置けないと私 どもに確信させました。

あなたがたは海上から海賊ではなく我が国の商船を一掃 し、その結果、刑務所を兵士で

満た し、倉庫のようにして しまいました。要するに、ダビデ王2の 表現を使えば、あなた

がたの心は計 り知れず、あなたがたの考えは理解で きません。 これらすべてを考慮 し、あ

なたがたの功績 とその栄誉ある地位 とを比較 し、あなたがたがその地位 を手に入れた方法

や、その地位における振る舞いを考慮すると、常備軍はあなたがたの栄誉ある地位にたい

する正当な権利の防衛手段だと思わざるをえません。 したがって、常備軍の創設を促進す

るあなたがたの政策を賞賛せずにはおれません。 というのは、国王はこれらの人々を使っ

て統治 し、君主は裁 きを下 します。これ らの人々は伊達に剣を帯 びているわけではなく、

私たちの裁判官 となるで しょう。彼らは、アーロン3の 息子のように、背中と胸 にウリム

とトンミムをまとい、サミュエルがギルガル4に おいて神の前でアガクに したように5罪

人を切 り刻む聖職者となるでしょう。律法学者 としてではな く、権力を持つ これらの人々

によって、あなたがたは私たちに無抵抗の服従を教え込むことになるで しょう。あなたが

たは、 より高位の権力に逆 らう根拠 を得ることになり、神 とギデオン6の 剣 によってあな

たがたの神の法を証明することになるでしょう。

あ な た が た の 最 も従 順 な 僕 、A.B.C.D.E.F.G.7

翻



常備軍は自由な政府 とは調和せず、イングラン ドの王制にとって決定的に有害であること

を示す主張

フランスの軍事力の増大および発展によりヨーロッパの戦場での流血 と荒廃の惨憺たる

状況 を目にすると、私たちは長い間平和 と繁栄の期聞を享受 し続けた三度の幸運な状況を

手ぱな しで賞賛 し、賛美することはで きない。この間、私たちの周辺諸国は絶え間ない戦

争によって悲惨 さに苛 まれていた。絶え問ない侵入に対 して無防備のままであっては、平

穏で安全 な生活を享受することは決 してで きず、安眠 もで きない。いや、それ どころかヘ

ラクレスのように手に棍棒 を持って眠 りにつかねばならない。私たちが世界中で荒れ狂 っ

ている嵐のただ中で享受 している平和 な日々は、ひとえに翼のある軍馬の護衛を引 き連れ

た守護神ネプチュー ンの堅固な庇護のおかげであ り、私たちは征服できない群衆のうね り

のようなものと言えるか もしれない。そ して不動で揺るぎなく、内部変動 によってのみ振

動する地球にたとえられるかもしれない。また、自然が私たちの境遇に関してこのように

寛大だったので、私たちの土地の豊穣 さも通商交易に適 した多数の商品を産出している。

また、 この交易により鉱山で骨折って働かず とも東洋および西洋の金銀の所有者 となり、

故国に持ち帰る宝物 を守る多 くの強壮で熟練 した水夫を育て上げている。ほとんどの国家

の破滅 と滅亡の原因となった贅沢の蔓延でさえ、ある意味では、決 して安楽 と怠惰 により

堕落 もせず、活力 も失わない人々を育てる意味では我が国民の維持に役立つ ものと見なさ

れる。 しか し、私たちにはこれ らの幸運に加 えて自慢できるものがもう一つある。すなわ

ち、暴政の世界的な大洪水が地球全体を覆っているこの不幸な時代 に、私たちは奴隷では

な く自由民だということである。それゆえに、我が国こそが ノアの箱舟8で あ り、 ここか

ら送 り出された鳩は、戻ってくるまで休息所を見つけられないだろう。

我が国の制度は、制限のある複合君主制であ り、国王は自分の威厳の維持と臣民の擁護

に必要な特権 をすべて享受 し、自分の臣民の権利 を侵害する権限だけが制限 されている。

要するに、人間は自由であ り、動物のみが繋がれている。また、我が政府は人間による統

治国家ではなく法律による統治国家と呼ぶのがふ さわ しい。 というのは、国王が王権に対

して擁する権利 と同様に、すべての人が労働 と勤勉 さにより獲得で きるものに対する権利

を所有 している。また、最 も身分の低いもの も、ウェス トミンスターの法廷で自分の法的

救済が可能である。自分たちが制定 した法律 を逸脱 しない限 り拘束されることはない し、

同胞による以外は裁判にかけられることもない。それ故に我々は古代ギ リシヤ人やローマ

人 もほとんど経験 したことのない自由を享受 している。

17世 紀イングランド常備耀
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また、王冠に託 された異常な権力が専制政治 に向かわないように、あるいは国民の無

秩序な放縦 さが民主制へ と傾かないように、私たちの先祖の知恵は、貴族 という中間の階

級 を設けたのである。彼 らの仕事は、私たちの国家であるこのボー トの均衡を保ち、君主

の侮辱か ら人々を遮 り、庶民の人気から君主を遮ることである。もし、 どちらか一方が他

方を圧迫すれば、必ず転覆 し破滅 させ られる。 また、議会においてこれ ら三つの階級が

集まって我々の政府 を形成 している。 というのは、これ らすべての階級の賛成が得 られな

ければ、法律の制定 もできず、臣民か ら一ペニーさえ徴収することもで きない。 したがっ

て国王が必要に迫 られてこの議会、すなわち下院を招集する。ここで国民は自分たちの不

満 を大胆 に述べ、 さらに、通常の裁判の範囲を超 えて大 きくなり過 ぎた犯罪者を糾問する

ために喚問する。 この政府の優越性はそれぞれの構成要素の正確な均衡 にある。 というの

は、万一それ らの一方が他の二つにとって耐え難いものであれば、政体が実質的に崩壊す

る。しか し、現状が維持 されるかぎり、私たちは、自惚れではなく、世界で最 も幸運な国

民 といえよう。

しかし、なん らかの不足のない幸福 はあ りえない。また、極めて強固な身体も特定の病

を免れない。 したがって、我々の政府のまさにその優越性 こそが、なんらかの不 自由さに

身をさらすことになる。政府の車輪や装置は、非常に精確で微妙なので、しば しば故障す

る。それゆえに我々はこの政府を調整 し、守るために最大限の努力を払わねばならない。

また、国民の生命、財産、および自由が君主の無法な気 まぐれや野望のなすままであ り、

さらに役人の略奪や横柄な振る舞いにさらされ、圧政 と隷属 を甘受せざるを得ない躁躍さ

れたヨーロッパ諸国を目にし、以前はそれらの国々において自由の大胆な擁護者であった

貴族階級は、今や専制君主の旗手や飾 り物 になりさが り、国民は荷物運搬用の動物 として

支配者の贅沢や浪費を支えるためだけに生かされている状況では、我が国がまだ存続 して

いるのは、我々自身の叡知や、高潔 さや勇気 によるものというよりは、我々の幸運な状況

のおかげだと思えるのである。

また、これらの不幸な国家が どのように して貴重な宝石 とも言える自由を失ったか、ま

た我が国がいまだに自由を失わずにいる原因を調べてみると、彼 らの苦難と我々の幸福の

原因が以下の通 りであるとわかるだろう。彼 らは必要に迫 られたのか、 もしくは無分別

によ り、常備軍を維持することを認めたのである。また、我々の場合 は分別というよ り

は状況がそ ういう事態 を防いで くれたのである。そうでなければ我々はずっと以前に地上

で最 も価値あるものを失っていただろう。 というのも、先に述べたように、我が国の政体

は国王、貴族、庶民の問の適切な均衡に依存 してお り、その均衡はお互いの特別な事情 と



必要性に依存 している。この結合がひとたび壊れて しまうと、政府の実質的崩壊 につなが

る。 さて、この均衡は王国の自然の力と人為的な力の結合によってのみ維持 される。すな

わち、市民軍を土地を持つ人々で組織することである。さもなければこの政府 は暴力的 と

なり、自然の本質に反 し、持続できないだろう。そして政体が軍を破滅 させるか、軍が政

体を破壊することになろう。 というのは、市民軍が存在するところはどこでも政府が存在

するか、す ぐに成立することは例外な く真実だか らである。そ してそれ故にこのゴシック

風の均衡(全 ヨーロッパにおいて定着 している)の 創設者は市民軍を政府 と同じ構成要素

で編成 したのである。つまり国王が将軍 とな り、貴族はその城 と名誉 により偉大な部隊長

とな り、土地を持つ農民が軍隊の主要部分 を構成 している。それで、このように組織 され

た軍隊が自殺行為 をとると想定 しないかぎり、政体に不都合な行動 をとることはあ りえな

い。ここで私はあえて断言するが、これ以外のものを拠 り所 としては、特別な事情が寄与

しないかぎり、いかなる国家も自由を維持できない。そ して、明らかにしてお きたいのだ

が、政庁所在地内で他の構成要素で軍隊を保持 した場合、自由を維持 した国はない。 さら

に言わせてもらえば、過去に起 こったことは再び起 こり、同 じ原因がいつの時代にも同様

な結果をもたらすのである。

ここで皆 さんに注意を喚起 しておかなければならないが、なかには数年前、愛国心を装

いなが ら、神聖なる自由のみを口に出 し、先の御代には、我が国の政府を機能させ、その

バネと車輪 を自然 に活動 させ、その機能を実現するために必要不可欠な当然の権利 を国王

に与えず、口先だけで自由を唱えていた人たちがいる。 これらの方々は国王の正規の近衛

兵を認める寛容 さも示 さなかったのに、今では厚かましくも平時に二万人の軍隊を維持す

べきだと説いている。この忌まわしい変節に対する忌むべ き言い訳 として、 もしこの控 え

めな宮廷の要求 を認めなければ、この件や、他の要求を受け入れる他の党派が厚 くもてな

されることになり、事態はさらに悪化するというのである。自分たちが支持 している恣意

的な政府 は、他の人々が支持 していたものとは別物だというようである。また、専制政治

の特徴 と特色 も自分たちがその従者となれば優雅で好ましい ものかのようである。 しかし

真実から目をそ らしてはいけない。というのはもし彼 らが宮廷をこのようにしたい と考え

るなら、以前か ら恣意的な権力のお気 に入 りで、彼 らが恐れている党派におだて られてい

ることにす ぐに気づ くだろう。そ して彼らの行動原理は実際の行動 も同じだが、あらゆる

法的権利の敵であ り、母国の正当な市民的自由の敵であることがわかる。それゆえにこれ

らの浅ましい不器用な連中は専制政治の材料の寄せ集めに利用されるだけで、この建造物

を完成するためにより熟練 した建築家に地位 を明け渡さざるをえない。

17世紀イングランド講 醒
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そしてモーセ9が イスラエルの民を捕囚から救い出 したの と同様 に我々を救い出 した君

主の治世の問は我々はこの種の企みか ら免れて安全である。だが、ある君主の生命が ヨー

ロッパの維持に極めて必要不可欠なので、プロテスタン トやカ トリックの君主が昔の格言

を忘れ、本質的な敵意 を放棄 して、彼を自分たちの後援者、擁護者 とすることを共通の利

益 とした。この君主は他の君主にとって美徳 として賞賛されるもの、つまり敵に対する過

度の寛大さとか、我々の安全ばか りでなく、全 ヨーロッパの自由と世界 におけるプロテス

タント信仰が左右 される彼の生命をあまりにも危険にさらしている以外 なんの欠点 も見い

だせない。この極めて優れた君主が(そ の偉大で栄光ある行為 と同様 に)不 滅であるなら

ば、我々は共通の思慮分別を働かせ、すべての自衛本能を放棄 し、彼の保護と指導に頼る

べ きであろう。 しかし、いかなる高徳の人物 も、栄光を極めた人物 も自然への共通の債務

を免れるわけにはいかない。すなわち死は最 も高貴 な生命をも絶つ大鎌 を持っている。

従って我 々は彼にいかなる権力も委ねるべ きではな く、また、彼の後継者 に引き継がせる

べ きもので もない。そして疑いなく、我々の偉大な擁護者はこのことや、彼の不屈の勇気

と行動によってこれまで進め られて きた救済 を完遂するための無理からぬ要求に関 して

も、残念に思うことはないだろう。とい うのは、モーセのように、越えがたい障害 ととも

に、約束の土地の見える場所に我 々を向かわせることが人類の最大の不幸である。そ して

我々の事情 もそのようなものだと私はいつ も理解 している。すなわち、常備軍を維持する

ことで我々の内部をむしばみ、その常備軍が邪悪な君主の手にあるならば(そ のような不

幸に我々は しばしば見舞われているが)我 々の政体 を必ず崩壊 させることになる。そ して

これは極めて明白で重要な事実であ り、いかなる立法者 も、この国家が確実に難波 して し

まう岩礁のようなこの巨大な渦巻き10を避けずに、自由な政府を樹立 したことはない。イ

スラエル人、アテネ人、コリン ト人11ア カイア人、ラケダイモン人12テ ーベ人13サ ムニ

ウム人14そ してローマ人など、自由を保持 している国家はすべて自分たちの都市の内部で

給料を支払って軍隊を維持 した り、国民に戦争を職業 とさせた りしてはいない。軍事力 と

統治権は常に手を携えて増大することがよく知 られてお り、それ故に自分たちの市民を訓

練 し、常に自分たちの領土の軍備 を整 え、国全体が この方法により市民軍を作 り上げたの

である。国民の大部分が武器を携え行使することが彼 らの自由の唯一の防壁 となる。これ

は国民が国内において も、 また国外 において も自分たちを守る最も確実な方法 と見なされ

ている。国民 はこの方法により、国内の市民による敵対行為や野心的で凶暴な外国の侵略

に対 して安全 に守られる。国民の武器はいまだかって国家の平和 を保持することに関心の

ない人々の手に渡ったことはない。国民は信仰 と祖国のため戦い、外国勢力を撃退 し、自



由を守 り、自分たちの仕事に戻れることで十分な報酬だと思 うのである150当時は市民、兵

士、および農民 との問に区別はなかった。 というのは国民の安全に必要な場合には誰彼 と

な く皆が武器を執 り、戦いが終わった後はすばや く武器をお さめたのである。それゆえに

ローマ人で最 も優秀で勇敢 な将軍は農民出身であ り、任務 を遂行 した後は満足 して帰還

し、指揮権 を返還 し、普通の市民に復するまでは決 して凱旋式を要求 しなかった。この有

名な国家は帝国が膨張 し、国外において属州の維持や獲得のために有給の常備軍の創設が

必要になるまで、他人の手に武器 を委ねることを認めたことはなかった。その後、贅沢が

領内に蔓延 し、その うちに自由の厳格な規則 と規律がゆるみ、軍隊を国内に駐屯 させた

が、そのような事態は非常に危険な結果をもたらす ことがわか り、国民は適切な距離をお

いて軍隊を駐屯 させる法律を制定せ ざるをえなくなった。すなわち、いかなる将軍 といえ

どもルビコン川を渡れば国家の敵 と宣言されるのである。そ して、この河にかかる橋 に以

下の碑が刻 まれていた。「将軍であれ兵士であれ、また武装 した支配者であれ誰であれ、

止まりなさい、軍旗 と武器を下にお きなさい、川を渡ってはいけません。」16この碑文は、シー

ザーがあえてこの川を渡ろうとしたとき、大帝国の完全制圧の断行を決断させただけであ

るQ

また、すでに述べたように、いかなる国家 も自由を失 うという法則か ら免れることはで

きなかった。そしてこの種の例は無限にある。その中から、時代 ごとに、少 しばか りの例

をあげよう。それはよく知 られてお り、だれもが読んだことのあるものである。

最初の例はペイシス トラトス17であ り、彼は自分の護衛のために五十名の衛兵をアテネ

市民を巧みに説得 して認めさせ、その衛兵 を増員 し、城 と政府 を掌握 し、国家 を滅亡 さ

せ、アテネの専制君主となった。

コリン ト人は外敵 を恐れ、自分たちの都市防衛用として四百名の守備隊を維持する法律

を作 り、ティモファネス18に指揮権を与えた。彼はその政府を転覆 し、指導者層を皆殺 し

にし、自らコリン ト王と悟称 した。

シラクーザ人19アガ トクレス20は軍総司令官であったが軍隊に影響力を強め、元老員議

員全員 と富裕市民 を殺害 し、国王となった。

ローマ人は巨大な洪水のように押 し寄せて、帝国をおびやか していたチュー トン人やキ

ンブリー人を恐れ、マ リウス21を軍司令官に選び、国家の決まりに反 し、彼を五年問その

地位にとどめた。その聞、マリウスは軍隊内部に勢力 を浸透させる機会を得て、ローマの

自由を圧迫 した。彼 とスラ22のもとでローマが被 ったすべての災い、虐殺、破滅はこのこ

とに起因する。彼らはローマ市街 をエリー ト階級の血で満た し、町全体を貴族、紳士、市
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民 の修 羅場 と した。

同様 な事情が 、 シーザー にあの有名 な共和 国 を完全 に転 覆 させ る結果 となった。 とい う

のは ガ リア総督職 の延長 によ りシーザ ー に配下の軍隊 を私物化 する機会 を与 え、彼 は うわ

べ は不本 意 を装 いなが らも進軍 し、元 老員議員 を追放 し、国庫 を管 理 し、敵対 者 と戦 い、

終 身独 裁官 となった。

オ リバ ロ ッ ト ・デ ィ ・フェルモ23は仲 問の百騎 をと もない町 に入 る許可 を同郷 の市民 に

求め、 これが認め られる と、すべ ての主導 的市民 を虐殺 し、 自ら君主 と宣言 した。

フラ ンシス ・ス フ ォル ツァ24は ミラノの傭兵 隊長であ ったが、権 力 を不 当 に奪 い、 ミラ

ノ公25と な った。

デ ンマ ーク王 ク リステ ィエ ル ンニ世26が ス ウェーデ ンを征服 した後、豪奢 を極 めた宴会

に元老員議員 と貴族 全員 を招 き、二 日問彼 らを大い に もてな した後、極 め て残酷 に彼 らを

虐 殺 した270そ の とき囚人であ った勇敢 な グス タブス ・エ リクソ ン28以外 は誰 もこの大 虐殺

を免れ なか った。 しか し彼 は後 に幾多 の難苦 を乗 り越 えて脱 出 し、幸 運 と勇気 と彼 の指揮

の もと、ス ウェーデ ンか らデ ンマ ーク人 を追い払い、以前 のス ウェーデ ン王 国を復 活 させ

た。 当時 は彼 らの寛大 な解放者 に対 して過分 な物 は何 もない と思 われ、皆が彼 を賞賛 し、

国民全体の希望 で彼 は国王 に選 ばれた。 さらに自分 たちの感謝 の気持 ちの この上 ない証 と

す るため に彼 に軍 隊 を任 せた。 しか し、彼 らはす ぐに自分 たちの誤 りに気づい た。 とい う

のは 自由 を失 ったか らで ある。 そ してその 「唯一絶対の権力」29を認め たあ とでは、他 の問

題 で異議 を差 し挟 んで も遅す ぎた。彼 の後継者 らは他のすべ て権 限 を取 り上 げ、今 ではそ

の国民 は 自分た ちの馬鹿正直 な寛容 さが もた らした悲惨 な例 となっている。

デ ンマー クの物語 はあ まね く世 に知 れ渡 ってお り、 これ までの優 れた作 家 によ り記 され

てい るので、私が 同 じことを繰 り返す のは差 し出が ま しい こ とか も知 れない。 したが って

以 下の ことのみ述べ てお きたい、す なわち、 もし、国王が 自由に使 える軍隊 を保持 してい

なければ、貴族 は自分た ちの 国家 を引 き渡す こ とな ど決 して しなかったであろ う。

我 らの 同国人、 オ リバ ー ・クロムウェル30は 自 らが仕 えてい た議 会 を解散 し、偉大 な業

績 に よ り世間か ら不朽 の名声 を得た。そ して これ を彼 は軍隊 の支援 を得 て成 し遂 げた。 こ

の軍隊が多 くの高徳 で、謹厳 で、公共心 に富 む人々で構成 されていた とい うことは、 それ

以 後、同様 な性 質の人 々の間で広 く知 られてい た。

最 後の例 と して、西 イ ン ド諸島の フラ ンス植民 地の ことであ るが 、近 隣のイ ンデ ィア ン

と戦争 にな り、行軍 中に非常 な暑 さに疲れ はて、奴隷 に自分 たちの武器 を運 ばせた。奴隷

は この機会 をと らえて彼 らを襲撃 し、皆殺 しに した。彼 らの愚か さに対 する正 当 な罰であ



る。 そ して これ は例外 な く、 自分 た ちの武器 を手放す ものの運命 であ ろ う。 とい うの は、

人が主 人になれ ると きに召使 いに留 まると考 えるのは馬鹿げた妄想 である。そ してハ リン

トン氏31が 賢明に も述べ てい るように、 自分 たちの武器 を召使 いに運 ばせ る ような国で は、

召使 いが彼 らに木皿 を持 たせ る ことになるだろ う。

大軍隊 を持 ち なが らも、 自由を失ってい ないベ ニスやオ ランダは私 の主張 の反証例 だ と

反論す る人 もあ るだ ろう。 その ような問い には次 の ように答 え よう。両 国はベ ニス市内 と

か、 オラ ンダ連邦 共和 国諸都市 の政庁所在 地 には常備軍 を置 かず、市民 だけで守 り、傭 兵

を占領 した国 々、す なわ ちベ ニスはギ リシヤやイ タリヤ本土 に、 オラ ンダはブラバ ン ト32

や フラ ンダース33な どに駐 屯 させ てい る。そ して これ らの国家 は、軍 隊 をその よ うに配置

して、 自分 たち に危 険が及 ぼない ように してい る。 とい うのはベニス は艦隊が なけれ ば攻

撃で きない し、オ ランダは自分 たちの軍 隊 に征 服 され たこ とはない。 オランダには強大 な

都 市が多 く、 人工 と自然 によ り要塞化 され、市民 によって防御 されてお り、 自国の軍隊が

彼 らを侵略 しようとす ることは実 りのない試 み となろ う。 とい うの は、 もし軍隊が都市 を

攻 撃 しようもの なら、門 を閉ざす だけで軍隊 の も くろみは挫折 するであ ろう。

しか し、 もし共和 国 において軍隊 と自由が共 存で きる として も、 自由君主国で は話 は別

であ る。 とい うのは、前 者 におい ては、将軍 や士 官 を指名 し、任命 し、追放 し、罰す る こ

とはすべて国民が適切 と思 うままで あった。 そ して 自由を奪お うとす るいか なる試 み も確

実 に死刑 を意味 した。一 方、後者 にお いては国王 は常 に軍司令官 であ り、いか よ うに も軍

隊を利用 で きる。そ して国王 に反対す るこ とは大逆罪 となる。

君主の 中 にはメデ ィチ家34や 、 ルイ十一世35と か、そ の他 に も専 制政治 の基礎 を軍隊 の

直接 の援助 を受 けず に固めた もの もい る。 しか し彼 らは皆独 裁 を確立す るため には軍隊が

必要 だ と理解 した。 もしそ うで なけれ ば、 国民が 自分 た ちの状 況 の変化 を少 しで も経験す

れば、彼 らが一年か けて不 当に得 た権 力 を一 日の うち に嫌 々なが らで も放棄 させ るであ ろ

う。

この件 はわ ざわ ざ証明す る ことは恥 と も思 えるほ ど明白であ る。 とい うのは世 界 を見渡

せ ば、 自由 と軍隊が両立 している国の ない こ とが わかる。故 に、国民が 自由であるか、奴

隷であ るかは彼 らが軍隊 を常 時、維持 してい るか どうか を尋 ね るだ けで十分 である。そ し

てこの手始め とな る質 問の答 えが疑 問 を解消 す る。 中国、 イ ン ド、 タタール、ペ ルシ ャ、

エ チオ ピア、 トル コ、モ ロ ッコ、 モス ク ワ大公 国、 オース トリア、 フラ ンス 、ポ ル トガ

ル、 デ ンマー ク、 ス ウェー デ ン、 トス カナ大公 国36、 そ して ドイツや イ タリアの小公 国 な

どにお いては、国民 は哀れ な奴隷 として暮 ら してい る。 そ して、政庁所 在地 に軍 隊 を駐留
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させていないポーラン ド、ビスカヤ37ス イス、グリゾン38ベ ニス、オランダ、ジェノァ39

ジュネーブ、ラグーザ40ア ルジェリア、チェニス、ハ ンブルグ、リューベック、 ドイツの

すべての自由都市、そ して先の治世以前のイングランド、スコッ トランドのような国々の

国民は自由である。これはきわめて自明な事実であり、厚顔無恥の常備軍唱道者 もあか ら

さまには否定せず、次のように我々に語 る。すなわち一万五千とか二万を越えない軍隊は

このように人口の多い国ではほんの少数に過 ぎない と言 うのである。それに対 して私は、

その数は数百万の軍隊と同様に確実に我 々を破滅させると考える。その理由を述べ よう。

時 として統治者の野望に対 して武器 をとって自らを守る必要に駆 られ、自分たちの財産を

守るために戦わなければならなくなることはすべての国における不幸である。というのは

もし君主が鉄の鞭で我々を統治 し、我 々の法律 と自由を無視 し、 また我々の不満、嘆願、

涙に関心を払わなければ、我々が頼るべ き権力は地上には存在 しない。それ故に、我々は

運命に耐えて従 うか、もしくは自衛のために決起する以外に方法はない。 もし決起する能

力があれば、我 々は決 してそのような事態には陥 らないだろうし、我々の剣は手中で錆び

付いて しまうだろう。というのは、戦争 をする能力がある国家は平和 に暮 らせる最 も安全

な国である。そして剣 を携える人はそれを使う機会はほとんど無いはずである。 さて、私

は言いたい。 もし国王が二万人の軍隊を持 っていた ら、またはその半数以下でも軍隊 を

持っていたら、国民は外国勢力の援助なしでは自分たちの自由は守れない。外国勢力の援

助 を請うことは病気 と同様な最悪の治療方法である。そ してもし我 々に法律 を守る力が無

ければ、無政府となる。

というのはイングランドは小 さな国であ り、強大 な都市 は少な く、それらの都市 は国

王の手中にあ り、貴族は土地保有権の崩壊で武装解除され、市民軍は国王の命令による以

外は招集されないので、イングラン ドのいかなる土地において招集 された軍隊も、少数の

部隊だけで初期段階で撃破 される。三、四千の無防備で非武装の人間が同数の傭兵に対 し

て何の意味があろうか。もし彼 らが戦場に出撃するとして、彼 らを自分たちの代表として

選ばなければならないとすれば、どちらを選ぶか。 もし、彼らが議会は扇動的で党派の集

合体であ り、それゆえに廃止すべ きであると主張するならば、あなたの自由はどうなるの

か。 またはもし彼 らが議会 を包囲 し、統治権を明け渡さねば剣にかけると脅せば昔からの

イングランドの政体はどうなるのか。これらの事象は世界のい くつかの地域で実際に起こ

り、また起 こる可能性がある。今 日 トルコの専制の原因となったのは何か。召使いが武装

したからではないか。ローマの栄光ある共和国を維持 したものは何か。市民が剣 を持 って

いたからではないか。



そして、これに加えて、王権の並はずれた特権や、国王が持つ莫大な収益や、王室、国

税、国家、法律、宗教などの利益をもたらす極めて多 くの役職や、恣意的な権力の不変で

忠実な友である強力な党派の助力とともに、海軍のことを考えてみよう。その党派 と現国

王 との唯一の争いは我々をきつ く縛 り付けたと思う鎖 と足かせ を切 り落としたことのみで

あ り、かつては我々同士 を不幸な争いに巻 き込んだ党派である。(そ の結末は話 した くな

い)そ れ以来、彼 らが用意 した捕囚を避けるために、莫大な血 と富の犠牲 を払い、 うんざ

りする耐え難い負担のかかる戦いに巻 き込んだのである。さて、もし誰かがこの点につい

て考えてみれば、我々に対 して軍隊が投入されな くても、我々は宮廷の権力 に対 して自ら

を守るために十分態勢を整えるべ きだと確信するであろう。そ して我々は一度ならず、 こ

れが真実であることをあまりにも破滅的な経験を経て見い出 した。 というのは先の治世を

振 り返るなら、我々はこの国が破滅の際に追い込 まれ、自由の最後の息を引き取る間際ま

で追いつめられながら、それでも致命的な打撃を受けなかったのは我々の努力の結果 とい

うよりは運が良かっただけということがわかるだろう。

そ して誰 も否定するとは思わないが、 もしチャールズー世41があ らかじめ五千人の軍隊

を持っていたら、国民は自由のために一撃を加えることはできなかったであろう。または

もしジェイムズニ世42がカトリック教の導入を考えず、ただ恣意的な権力に満足 していたら、

彼 とその護衛兵はすでに我々の手足を束縛 していただろう。 しか し、敵意を持って企 まれ

た圧政が彼 ら自身の戸口を訪れたなら、彼 らはすばや く、 自分たちが都合良 く考えている

ことと、他人を苦 しめることとはどれだけ事情が異なるかを世界に示 したことであろう。

そしてこのようにして我 々は自分たちを救ったのである。そして先の国王は貴族、ジェン

トリ、僧侶、民衆、そ して彼自身の軍隊が彼に刃向かい、そして我々の側には擁護者 とし

て国王の血筋に近 く、賢明で、勇気があ り、強大 な国家の後援を得た君主がいたが、それ

でもなお我々はこの革命を奇跡に近い もの と見なしている。

ここで付 け加 えたいが、これまでに私が例 としてあげたほとんどの国は少数の軍隊で

奴隷化 された。オリバー ・クロムウェルは一万七千人の軍隊 しか残 さなかった し、モ ンマ

ス公43は人民のあこがれの的であったが、二千人の軍隊に鎮圧されたと言われている。いや、

シーザ ーはローマ 自体 を五千 人の軍隊 で占領 した。 そ して ファルサ ロスの戦 いで44

二万二千人の軍隊で世界の運命が決まった。そ してこれ以後、ローマ帝国とオッ トーマ ン

帝国のほとんどの革命は近衛兵の一団や近衛騎兵によって引き起 こされた。前者は決 して

入千人を越えることはなく、後者は一万二千人を越えることはなかった。そしてもしこの

ような巨大帝国において、たいして多 くない人数でこれほどまでの混乱を引 き起 こすこと
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ができるとすれば、二倍の人数の軍隊は我々に対 して どのようなことができようか。そし

て彼らが軍隊を持ちたいと主張するときに彼 ら自身が告白している。すなわち、我が国が

一万から一万五千のフランス軍の奇襲を受ければ、彼 らに対抗する常備軍がなければ、王

国はフランス軍に躁躍 されるだろうと。 さて、もし貴族、ジェントリ、そ して庶民 とが連

合 した少数の市民軍が国王に対抗で きるならば、国王の権威に支持 され、それに必ず伴 う

利益があるとき、公共の福祉のために行動する時をのぞいて、同数の軍隊は国民に対 して

いかなる行動 をとるだろうか。

しかし我々はこの軍隊は我が国の恒久的制度 としてではなく、 ヨーロッパの状況が軍隊

を持たずに済むように改善されるまでの一時的なものだと教えられる。 しか し、私はこれ

らの紳士方がそのような時期はいつ来ると思っているか知 りたい。ジェイムズニ世の生存

中なのか、それとも彼の死後なのか。現在、年齢 と不運に埋没 しつつある惨めな男か らの

恐怖 よりも、若 くて力に満ちた憎称皇太子か らの脅威の方が少ない というのか。それとも

フランスはこの戦争で被った戦禍 を回復するために一息ついた後よりも、このうんざりす

る苦 しい戦争の直後のほうが、我が国を攻撃する能力がより大きいと言 うのか。いや、ち

が う。我々は今ほど安全に軍隊を解散で きる時期は決 してあ り得ない。そして国家に対す

る陰謀者にはよく知 られていることであるが、今、軍隊を維持することは永遠に軍隊を常

設することだと彼 らは確信 している。というのはヨーロッパが現状のままであれば、世論

は軍隊を維持すべ きだ となるであろう。もしヨーロッパの状況がフランスに有利に展開す

るならば、その根拠 はより強大にな り、軍隊を増強すべ きだと告げられよう。 しかしもし

世界情勢が変化 して、 もはや我が国が フランスを恐れる必要が無 くなった としても、我々

の支持がなくても軍隊は維持されることになろう。いや、軍隊が引き起 こす、まさにその

不満自体が軍隊を維持 し続ける主張 となろう。 しか し、 もし軍隊が国民 を抑圧せずに維持

されるなら、す ぐに彼 らは見慣れた存在 とな り、我が政体の一部のように見なされるだろ

う。そ して次第に我々は軍隊が危険でないばか りか、必要だと思わされるようになる。 と

いうのは誰 もが 目にしたとしても、その本質を理解できるものは少数だからである。そ し

てそのような少数の人々は、数年間平穏に共存 してきた軍隊が危険だなどと大多数の人々

を説得することは不可能だからである。 とくに軍隊を解散するほうが(彼 らが信 じ込まさ

れているように)市 民軍を維持す るよ りも自分たちの懐により多 くの負担がかかるとき

には。そ してこの件については我 々には不幸な経1が ある。というのはチ ャールズニ世が

少数の兵隊を維持することを黙認されて、(そ れはイングランド国王にとって儀侯衛士や、

護衛 兵以外の初めての ものであったが)そ の数を目立たないように増や し、彼の後継者に



莫大な数の軍隊を残 し、もはや自分が宣誓 した法律には束縛 されないと議会に通告 させる

事態を招いた。すなわち、これらの軍隊の庇護のもと、彼 は軍隊を招集 した。そ しても

し、事情の複雑 さから(こ のようなことは二度と生 じることはないであろうが)オ レンジ

公が自身と国家の権利 を擁護するとい う事態で現れなかったならば、わが政府に終焉をも

たらしたであろう。そして我 々はつい先頃この危険を免れたのであるが、それで も習慣 に

より軍隊に慣れ親 しんでいるので、自由を切望 していると主張 している人々のなかには軍

隊を招集することは当時の法律 に違反 していたことは考えず、また、現在の政府は先の政

府の破壊のもとに設立されたことも考えず、現国王 に先の国王 と同数の軍隊の維持を認め

ないことは厳 しす ぎると言 うのである。また神の王国が不正を基礎にしては設立されない

の と同様に、この政府は同じ瓦礫の上には設立できないということにも考えが及んでいな

い 。

しか し我々は自分たちの手に財布の力 を維持 している限 り、奴隷になる心配は無用であ

ると陰謀者は言 う。それはまさに真実である。 しか し彼 らは、国王が金を集める権力 を持

ち、誰も国王に異議を唱えることはで きない、ということは我 々には語らない。

正義を拒否する者は武器を持つ者に全てを与えるのだ。45

というのは軍隊が金 を集め、その金で軍隊が集められる。 しか し、もしこの手順があま

りにも絶望的であるな らば、少数の分割払い仲買人の意にそむき、大蔵省 を閉鎖するだ

けのことだ。(彼 らは五割引の値段で年金証書を購入 した)そ うすれば年間三百万ポ ンド

の収入削減が見込まれ、彼 らの減収になる。そしてこのような方法の実践可能性を疑 うも

のはチャールズニ世の治世 を振 り返ってみよ。そうすれば大蔵省の役人はこの治世で自分

たちの報酬 に関 して うぬぼれる理由はあまりないと思 う。少なくとも年金証書購入者はそ

う思っている。そ して もし彼 らが大臣の公正さか らよりも、国王の人徳か らより大 きな保

証が得 られなければ不合理な疑念を抱 く傾向がある。 しかし、(他 国の運命が どうであれ)

もし廷臣の考えが公共の福祉以外の何 もので もない と仮定できるとして も、 日常の祈 りの

義務 としている避けるべき誘惑に導いて、そのような奇特な美徳 に運を任せるべ きではな

い。 しか し、残念ながら、我々は奇跡の時代 に生 きているのでもな く、 とりわけそのよう

な種類の ものではない。我々のヒーローは粗雑な要素で構成 されてお り、そのような立派

な原則 には汚れす ぎた政体 と混 じり合っている。というのは世の中での少 しばか りの経験

で気づいたのであるが、たいていの人間は権力にともなう多 くの悲惨 さを経験する。そし
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てそれ故に私は子供や、凶人などに対処するのと同 じ方法に賛成である。すなわち、彼 ら

自身や または他人に危害を与えるような武器はすべて取 り上げるべ きである。そ してポッ

カリー二46の羊がアポロに対 して、将来オオカミに牙 を持たせないように望んだのは分別

ある要望だと私は考える。

他のすべての主張が通 らなかったとき、彼 らは昔の専制君主の論理的理由に助力を求め

る。すなわち、フランスの国力は強大であるので軍隊についての議論の結論はさておき、

軍事力な しでは我が国は存立で きない。そして もし我々が奴隷にな らざるを得なければ、

カ トリックの君主の奴隷よりはプロテスタン トの君主の奴隷 となりたい、そしてカ トリッ

クの国王の最悪のものはFの 国王であると。さて、私はジョンソン氏47の意見に賛成である。

プロテスタントもカ トリックも同様であるから、専制に異名をつけるのは偽の家紋 をつけ

ることである。そしてもし私が奴隷 とならざるを得なければ、私にとっては主人が誰とな

るかは大 した問題ではない。またそれ故に私は軍隊に支配 されることに絶対に賛成できな

い。それはもっとも残忍 な征服者が我々に課する最悪なものである。 しか しそのような事

態は、我々が海を十分防御 している限り恐れる理由はほとんどない。

イングランドほど海軍力に有利な地勢にある国は他にない。海は我が国の本来の活動領

域であ り、我が国の船員はきわめて勇敢であ り、我が国の船舶は数多 く、世界で比類無 き

良質の材料で建造 されている。そのような軍隊を適切にかつ有効に使用すれば世界を支配

できる。そ してもし我々が平和時に有能な部隊を十分に武装 して維持 しておけば、海軍力

で我が国を凌駕 しない限 り我が国を侵略 しようという考えを君主が抱 くことは事実上 もっ

とも馬鹿げたことである。 というのはそのような企てに必要な準備は全 ヨーロッパを警戒

させ、我が国と同盟国に武装する時間を与え、防御態勢 を取 らせることになる。そ してオ

レンジ公48が六百隻の船で一万四千人だけの軍隊を運んできたこと、強大なアルマダ(当

時は世界の脅威であった)が 一万八千人だけを載せたことを考 えれば、奇襲 は行 えず、

我々は全艦隊の出動準備をする時聞が稼げ、オランダやアイルラン ドか ら軍隊を引き連れ

て、必要であれば市民軍 も出動態勢を整えられることが確信できるだろう。特に、平時に

はフランスの港をすべて自由に使用でき、あらゆる港から情報を得 ることがで きよう。

しか し彼 らは我 々に敵に都合のよい、我 々を港に釘付けにするような風が吹 くかもしれ

ないとい う。それはフランスとイングランドの位置関係から、私に言わせればほとんど不

可能である。 というのはもし我々の艦隊が ファルマス49やランズエ ンド50に位置 していた

らブレス ト51からとか、大洋か らの艦隊は奇跡が起 こらない限 り我が艦隊から逃れること

はできない。そ して海峡ぞいの港か ら我が国を侵略 しようとするもくろみは(安 全に碇 を



おろし停泊 している)少 数の船でそれを防ぐことがで きよう。 また、用心深い君主はその

ような危険な風向 きの不確実性に莫大な犠牲 を払おうとは考えないであろう。 また、退却

が完全に遮断され、もくろみの一部が失敗 したときには先に国民の三分の一 を犠牲にし、

多 くの大国や強大な都市 をそれまでの勝利で築 き上げたすべての栄誉 とともに犠牲に した

ような避けるべ き戦争 をまた新たに引 き起こす国へ軍隊を派遣するようなことはしないだ

ろう。

そ してここで我が海軍(そ れは我が国の有名な戦力であるが)の 過去八年聞の誤用が、

私に対する多 くの反論 と同様 に最大の ものであることを認めなければならない。その種の

問違いがすべて偶然 とか無知の結果であると思 うほど私は無知ではないが、このことが以

前私が理解できなかった謎 を解 く。また、フランス艦隊を壊滅 させる多 くの機会を失った

ことが特別な理解で きない原因でもな く、敵のたゆまない試みや、浅 ましい何某の軽蔑す

べ き策略 にもかかわらず、この艦隊は完全に我が国を防衛 したので、敵はこの八年間の戦

争において我が国を侵略する機会を一度もつかむことがで きなかった。

我が艦隊の士官たちが腐敗 していると反論 されるか もしれない。または一度に艦隊を

壊滅 させて しまう嵐が起こるかもしれない。そ してそれゆえに我々は弓に二本の弦を用意

すべ きである。これらを考えてみると、彼らが感 じている脅威 はすべて偏っていると思わ

れる。そして彼 らは遠 く離れたフランスによる破滅の可能性 をそ ぐために、自国において

不可避の破滅に我 々を陥 らせることは気 にかけない。 しか しこの幻想 もよく訓練 された市

民軍によって鎮められ、すべての恐怖の種 は消え失せ よう。この言葉が消え失せるやいな

や私に対 して向けられる小さな銃弾がある。軍務についたとき戦闘を夢にさえ見たことも

ない不慣れな大衆に、野営の厳 しさに耐えるように鍛えられてもおらず、敵 と遭遇 したこ

ともないような連中に我々の安全をどうして委ねなければならないのか。そ う言って彼ら

は傭兵を増大 させる。あたか もイングランド軍に内面的な美徳があ り、また鶏小屋から盗

みを働 くような浮浪児が二回の戦闘で英雄に鍛 え上げられるとでもいうかのように。宮廷

が執拗にこの軍隊の活力をそごうとする行為は彼 らの反対をある程度正当化することは事

実である。 というのはこの忌み嫌うべ き先の御代の政策は全力をあげて国民の武装を解除

し、市民軍を無力化 し、カ トリック教 と奴隷制を導入するために常備軍を設立するためで

あった。そ して市民軍の実戦力を高める方法が提案された としても宮廷はそのような審議

は決 してさせないであろう。そ して他の士官 より熱心に自分の部隊を訓練する士官は反乱

の陰謀を画策 したかのように非難される。 さて、この御代における尊敬すべ き愛国者は先

代の国賊的怠慢 と非常に評判の悪い政策を利用 している。 しか しなぜ市民軍の実戦力を高
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めてはい けないのか。 なぜ 貴族 、ジ ェ ン トリ、そ して イングラ ン ドの 自由土地保有 者 は、

自分 たちの生 命、財産 、 自由 を守 るため、衛兵や警備 兵 にで はな く、 自分 たち に任務が委

ね られないのか。そ してなぜ征服者 か ら支給 される一 日につ き六ペ ンス とい うご くわずか

の金額 しか忠 誠心 を計 る基準 もな く、何 も失 うもの もない傭兵 と同様 な力 と勇気 で 自分 た

ちを守 らない と言 え ようか。

石 弓の射 撃 につ いての法律 を火縄 銃 に変 える とか、休 日だ けで も各教 区で若者 を訓練す

るための人数 を維持 しては どうか。そ して彼 らの競争心 を鼓舞す るために、優秀 な ものに

褒美 を与 えては どうか。

イ ング ラン ドの全市民軍 を六 万人 に減少 し、 その三分 の一 を交代 で常 に訓練 して は どう

か。

男 子 は主人 か ら解放 される まで は、軍 隊 におい て隊長 か ら除 隊命令 が出 る まで の よ う

に、市民 軍 と して兵籍 に入 れる ことはで きないか。そ して馬が死ぬ か役 に立 た な くなるま

で 、同 じ馬が派遣 されて はいけ ないのか。

軍 隊が解散 し兵卒が王 国の幾 多の地方へ分散 した とき市 民軍 に編入で きないか。そ して

軍隊 の下級士官 が彼 らを指揮 した らどうだ ろうか。

さて、同様 なこ とは、実行可 能だろ う。 そ してい くつか は我 々の植民地 とか ジャー ジ ィ

諸 島52や ガー ンジー島53や ポ ーラ ン ド、 スイス、 グリゾ ンな どで実行 で きるだ ろ う。 これ

ら諸 国はイ ングラ ン ドよりもず っ と重要 さが低 く、強大 な隣国があ り、 防御 とな る海 も艦

隊 もな く、ただ頼 るべ きものは市民 軍以外 にない。 それで も誰 も攻撃 しような どとは思わ

ないだ ろ う。そ して我 々 は、先 の戦争 でみ た ようなサ ヴ ォイのヴ ォー人54や カタロニア55

の スペ イ ンゲ リラ兵や アイルラ ン ドの市民軍 と歴 史上 同様 に偉 大 な業績が以前 、 ロン ドン

の補助部 隊 によって なされたのを 目に した。 もし宮廷 が心 か らこの計画 の推進 に協 力すれ

ば我が 軍の勝 利 となる。 また、 もし国王が 自らそ の先頭 に立ち、賞賛 に値す る人々 に恩 賞

と名誉 を与 えれ ば、我 々は若 い貴族 やジ ェン トリが武装 して馬車 も用意 して荘厳 な姿 を見

せ 、軍事訓練 におい て、お互い に競 争 に勝 とうと惜 しみな く対抗心 を発揮す るで あろ う。

そ して 国家 に役 立 ちたい とい う高貴 な野心 を抱 くこ とになろ う。古代 におい て はアカ イ

ア、テ ーベ な どはギ リシヤの最低 の 国家 で あった のだが、ペ ロピ ダス56エ パ メ イノ ンダ

ス57や フィロペ メ ンの58指 導の もとに世界 で最 も訓練 され た軍 隊 と最 も有能 な兵士 を持 つ

よ うになった。

この ような市民軍 は常備軍 であ り、同様 に危険であ り、ず っ と費用 がかか る と彼 らは反

論す るだろ う。私 の答 えは以下 のご と くである。



イングランドの貴族や主要なジェントリが指揮官であれば軍隊に危険はない。そして軍

隊の主力は自由土地保有者とその子息や召使いである。貴族やジェン トリが自分たちの地

所、自由に対する権利 を失わせるような異常な計画に参画すると考えない限り、危険はな

い。そ して、彼 らを派遣 し、給与を支払 う人々に敬意をいだき、任期が終わればまたその

ような人々のもとに戻 らなければならない とき、 きわめて馬鹿げた考 えを抱いたとして

も、兵士 は決 して従わないだろう。 というのはもし私がある人を派遣するときには、市民

軍の士官が私に対 して戦 う人を選ぶように、私は必ず自分のために戦 って くれる人を選

ぶ。そして今 までの政府はこれが真実であることの証人である。彼 らは市民軍を私が二度

と目にした くないほどに堕落 させた。それで も市民軍を彼 らの恣意的なもくろみに利用す

るために頼ることはなかった。モンマス公の侵攻において彼 らの士官は反乱 を恐れてモ ン

マス公の軍隊の近 くへは市民軍 をあえて派遣 しようとはしなかった。いや、長期議会59自

体 も宮廷が我々を破滅させる最後の一撃を加えることを期待 していたときに、宮廷 に反対

した。

彼らの反論の最後の部分、すなわち、この市民軍が軍隊より費用がかかるという点につ

いてお答え しよう。すなわち、(私 が思うに)誰 も市民軍 を完全に廃止 しようとは提案 し

ないので、 もし我々が市民軍の通常の費用に加 えて二万人の軍隊を維持するために巨額な

費用を追加支出するというならばその金額は市民軍の実戦力を高めるには十分過 ぎる額で

ある。 しか し、 もしこの反論が真実であるとしても、我々の法律 と自由を守ることと優劣

を争 う問題にすべ きではない。とい うのは万一必要とい うのであれば、すべてを取 り上げ

られるよりは私の財産の三分の一を差 し出す方がましだからである。

そして市民軍は一定の規律のもとで維持されている軍隊ほど実戦力がないことは認めな

ければならない としても、すでに述べたように、これらの人々は六万の市民軍を訓練すれ

ば二万の常備軍 と同様な能力があると主張するであろう。 しか し、これは疑問である。 と

いうのは常備軍を維持 しなが ら、同時に市民軍の実戦力 を高めることは不可能だからであ

る。彼 らはブロー ド金貨 と削 り取った硬貨とに互換性が無いように、同時には運用で きな

い。それ故に宮廷 は全面的に市民軍に頼るか、 もしくはまった く頼 らないかのどちらかを

選択 しなければならない。 ところで、このような事情は市民軍が訓練されるまでは軍隊を

維持 しなければならないという反論 を沈黙 させるか もしれない。というのは宮廷が軍隊を

維持 している問は決 して市民軍の強化は実施 されないか らである。そ して同じ反対が今後

も七年後には起 きるだろう。すなわち、小 さな軍隊は我々には役に立たず、我が艦隊を顧

みな くさせ、市民軍の訓練 を妨げ、そ して国内で我々を奴隷化するだけだろう。 とい うの
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はこの軍隊は侵略から我々を守るには少数過 ぎ、国民が抵抗するには多過 ぎるか らであ

る。

この件に関 して私の正当性 を裏付ける発言を世界で偉大な人物が しているという権威の

もと、より強い確信 を持って言 う。マキャベリ60は以下のことを証明するために数章を割

いている。すなわち、いかなる君主や国家 も臣下を戦争の専門家にしてはならない。また

いかなる国家 も安定 した市民軍以外の軍隊では安全は確保で きない。ベーコン卿61はいつ

くかの箇所で常備軍に反対する意見 を表明 している。そして彼は特に、傭兵は国家侵略に

最適であ り、市民軍は国家防衛に最適であると語っている。なぜ なら、前者は手 に入れる

べ き財産があ り、後者は守るべ き財産がある。ハ リントン氏は訓練された市民軍で自分の

全オシアナ62を築いた。そ して最近読んだフランスの書物、『フランス政治史』 によると、

その中には 「もしイングランドを破滅 させたければ、軍隊を保持 させれば十分である」63と

記 してある。いや、今 まで軍隊を嫌 う考えを表明せずに自由政府について述べた人はいな

い と思 う。とい うのは(ベ ーコン卿が述べているように)誰 で も軍隊を使用するものは、

しばらくは翼を広げることもあろうが、す ぐに羽を落とすであろう。そ して恣意的な目的

のために彼 らを育て上げるであろう。 しかし、ポッカリーこの西イン ドの犬のようにす ぐ

に彼 らは必ず羊を噛むようになるであろう。

おそらく世界の砲術はこれら何冊かの書物が書かれて以後、変化 し、戦争はより専門的

技能にな り、それゆえに立派な兵士を育て上げるにはより多 くの経験が必要となった。 し

かし、この技術はどこに存在するのか。部隊を訓練することにあるのではな く、また、数

語の命令 に従うことでもな く、これらはきわめて飲み込みの悪い頭の持ち主にも数週間で

理解できるものだ。いや、現代の訓練 は古代 よりもずっと短期間で、容易である。 しか し

戦争の非常な発達は規律正 しい野営、防備、砲術、熟練 した土木工事などにおいて目覚ま

しい発達を見せている。 これ らは多 くの労力 と経験がなければ習得で きない技術であ り、

そして私室においてと同様に戦場においても同 じぐらい多 く得 られる。そして誰 も常備軍

を維持することが優秀な技師を育成するために必要だとは言わない と思 う。

戦争での実体験 は、それ自体は常備軍にとっても市民軍にとっても本質的なものではな

い。 しか し前者は実体験 なしでも、そして後者は作戦行動の機会があればそれに応 じて獲

得するであろう。現在、軍隊は長い戦争で訓練 され、莫大な知識 を習得 しているのは事実

である。 しかしこれらの人々は除隊 したときでも消え去るわけでもない し、まだイングラ

ン ドに残っている。そ して もし議会が、彼 らが祖国に対 して果たした軍役に対 して適切な

恩賞を与えれば彼 らは求め られればいつでも、再び武器 をとる用意がある。



しか し、これ ら愛国者たちに聞 きたいのだが、以前の征服者以来、今 まで不要であっ

た軍隊が、今、なぜ我が国の維持のために必要というのか。 ヨーク家やランカスター家の

戦いにおいて優勢な党派が自らを援助するために常備軍を維持 しようとしたことがあるだ

ろうか。いや、彼 らは自分たちの自由を犠牲に しない良識を持ち、また自分たちの国を奴

隷化 させない名誉心 を持 ち、自分たちの党派 をより容易に運営 した。スペインは現在のフ

ランスほど強大でなく、強い軍隊を持たず、我 々の敵で もなかったか。フランダースはフ

ランスほど我が国の近 くでないだろうか。そ してエリザベス女王64の時代のローマ教皇の

関心は現在のジャコバイ ト65ほど強力でなかっただろうか。それでもあの極めて有能な女

王は常備軍を持 とうなどとは夢 にさえみなかった。ただ以下の話が十分に証明 しているよ

うに彼女のもっとも確実な帝国は臣下の心の中で統治されるべ きだと考えた。アランソン

公66がイングランドを訪れ、しばらくこの町の豊か さや彼女の政府の運営や、彼女の宮廷

の豪華 さなどを賞賛 したとき、それらの歓迎の最中に、彼女の衛兵はどこにいるか と尋ね

た。その質問を彼女は数 日後、彼を馬車でシティを案内 した とき説明した。その とき女王

は国民 を指 し示 しなが ら、(群 衆は何度 も歓喜の声で彼女を歓迎 した)「 これらが私の衛兵

です、閣下」と彼女は言った。これらの人々には手も、心もあ り、彼 らの財布は常に私の

命令に答える準備がで きている。これらの人々こそ、スペインの強大な力、王位継承権争

い、ローマ教皇の策謀、彼女 自身のカ トリック派の廷臣の度重なる陰謀などか ら四四年聞

もの長期間、成功 に満ちた治世 をとお して彼女を守って くれた本当の衛兵である。東西の

軍隊 とか、うわべを飾る軍隊 しか持たないローマ帝国の皇帝たちには到底持ち得ない安全

保障である。

この長 くて破壊的な戦争の後の ように、チ ャールズニ世 とかジェイムズニ世 などの時

代のフランスは彼 らに対抗する同盟国が少なく、強大ではなかったのか。そして我 々は当

時、現在対峙 しているよりもずっと少ない軍隊を想定 していた。そのような事態 はきわめ

て耐えられない苦痛の種であったので、チャールズニ世の治世 において大陪審がそれを議

会に提出し、そして長期議会はサー ・ジョス ・何某67を邪魔者 と議決し、ロンドン塔68へ送っ

た。彼が国王は自分 自身を守るために衛兵 を維持するのだと主張 し、それ らを解散 させる

べ きだと演説 したという理由であった。そ して今、我が国の背教者は今までのイングラン

ドで最悪の議会でさえも恐怖 と混乱なしには考えつかないような行為で宮廷を変えるであ

ろ う。彼 らはフランス国王は我が国の先の国王 と同盟関係にあったので味方であると言

い、彼が安全だと思い、現在 と同様に彼の利益 になると思っていたらそのときに同盟 を破

棄 していただろうと主張する。 しか し彼 らによれば、我が国には彼 と連合することに関し
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て不満を持っている人物の方が多いとのことだ。それを私は否定 しなければならない。 と

いうのはイングランドのいかなる時代の国王 といえども現在 よりもより多 くの当然の影響

力 を有 していたことはないからである。そして、多 くの血 と財産を消耗 し、巨額で不公平

な税金を支払い、何千艘 もの船舶を失い、貨幣を改鋳することにより、一つの国家を根底

から破壊 して古代の混沌状態に陥れたか も知れないような衝撃を被 り、多 くの国々が不幸

に沈み、救いを求めていたときに(病 気の人間が極めて親 しい友人 とよく言い争 うよう

に)、 そのような高価についた戦争の聞に彼が非常に強大で普遍的な影響力を持ち、彼が

防衛に示 した勇気 と行為の果実を国民が収穫する平和時に、彼は疑いな くイングラン ドの

玉座を占めた者の中で最愛の栄光ある君主となるであろう。

さらにもう一つ断言 して、この主張を締め くくりたい、すなわちジェイムズニ世を復活

させるもっとも可能性のある方法は彼 を閉め出すために常備軍を維持することである。

というのは、国王の安全は国民の敬愛の確固とした基礎 に依存 しているかぎりは極めて

堅固であり、それは我々の法律 と自由を崩壊させるはっきりとした目論見があることが天

空の太陽のように明白になるまでは揺 るぎない ものである。 しか し、 もし我々が常備軍を

保持すれば、すべてが不確実で当てにならない兵士の気分次第とい うことにな り、それは

いつの時代にも軍隊を持たない政府 よりも多 く、暴力的な突然の革命をもたらした。とい

うのは彼 らの問にとて も強い関連性があるので、 もし二、三人の指揮官がそむいた り、ま

たはジャコバイ トの愛人たちと陰謀 を企てれば、 もしくはフランス王が再び家来を宮廷と

か軍隊に入 り込 ませた り、今まで より有利な取引を提供 した りすれば、また繰 り返 しの革

命が起こることにな り、国民は自らの破滅の傍観者 となるだけである。そ して軍隊の構成

を考えるものとかこれを疑うものは誰でも、ローマ帝国のことを振 り返ってみなさい。そ

うすれば二六人の皇帝のうち十六人は自らの軍隊によって退位 させ られ、もしくは殺害

されたことがわかるであろう。いや、世界の歴史の半分 はこの種 の例でできあがってい

る。 しか し、我々は自国以外 について述べる必要はない。我が国では平和時に二度軍隊を

保持 したことがあ り、両方とも軍隊は我々の主人を打倒 した。最初はクロムウェル指揮の

もと、彼は何年間も議会のもとで戦いに勝利 してきたのだが、その議会 を追放 した。その

後はモ ンク公69が以前自らが設立 した政府 を打倒 して、チャールズニ世を連れ戻 した。そ

してその後は軍隊が 自分 を再び追放することがないように解散 した。その他の例は誰の記

憶にも新 しいことであるが、いかにしてジェイムズニ世の軍隊が現在の正当で合法的な国

王であるオレンジ公に加わったかということである。自分たちを幸運な兵士 と呼ぶ堕落 し

た不品行な原則 しか持ち得ない人々にこれ以外何を期待で きただろうか。彼 らは殺人を職



業 とし、報酬額以外のことは何 も考えず、主義の正当性などについては何 も問 うこともな

い。自己弁護のためには嘘をつ き、強欲で残忍である。依存すべ き他の職業 も生計を立て

る方法 もない彼 らは君主の野心をか きたたせ、絶 え間ない争いに没頭 させ、自分たちの戦

利品の分け前を得るのである。ある種の飢えた魚のようにそのような人々は嵐の中でもっ

ともうまく暮らしていくのである。それ故に当然の帰結 として彼 らは、圧政から我々を救

うためにイングラン ドに上陸し、敵対者の存在にもかかわらず勝利 し、それを成 し遂げた

現国王の穏やかでありがたい施政よりは、先の国王の専制的な政府を喜ぶのである。

この論説において私はわざと小 さな不都合 については省略 した。すなわちたびたび起こ

る争い とか、殺人、強盗、国内の鳥獣への多大の被害、公共施設、または折に触れ民家へ

の駐屯、宿営の恣意的な配分による議会選挙への影響力行使など。多 くの人間を労働の役

に立たなくさせ、繁殖のみにさせ、彼 らを勤勉 な生活か ら怠惰な生活へ と堕落 させ、彼 ら

をずっと大 きな破滅 に導 く。その うえ、士官の横柄 さ、訪れるあらゆる町で行われる士官

や兵士たちの放蕩行為。それは多 くの女性を破滅 させ、家族の屈辱 とな り、他人の悪い見

本 となる。そ して数え上げれば きりがないほど数多 くの悪影響がある。これらは私が取 り

扱った我が政体の心臓の血 に影響 をおよぼす ような事柄 と比較すれば取るに足らない特殊

な苦情の種であ り、この種の主張において一部 をあてるほど重要だとは思わなかったので

ある。 さらに、彼 らはしばしば自分たち自身の救済策を獲得する。奇跡を行い、生まれな

が らに目の見えない人にものを見 させ、理性のあ らゆる有力な手段 に対 して揺 るがない。

というのは経験のみが愚者にとっては唯一の女主人だからである。賢明な人はカワカマス

が歯を見せるときには噛みつ くことに気づ くであろう。そのことを愚者は理解せず、指を

噛み取られて初めて気づ くのである。

ここで私が常備軍反対の意見を述べたことは、専制の道具 としての常備軍であり、国家

の破滅の道具 としての常備軍についてであ り、それゆえにこの正当で必要な戦争での議会

の同意 に基づいて招集された我が国の常備軍 に対 しては弁明す る必要 はない。神 に次 ぐ

我々の偉大で栄光ある救い主がその勇気 と行為 により我々の 自由を守 り、そ して全 ヨー

ロッパのプロテスタントの信仰 を守った。 とい うのはもし将来の治世において我々の法律

に対 して何 らかの陰謀が企だてられたならば、これらのひどく恣意的な目的にあうような

人々は追放され、他の人たちがとって代わるだろう。

また、私は我が軍隊がその勇気 と忠誠心で祖 国のために獲得 した平和 によって崩壊 させ

られることは納得がいかない。議会がその寛容さと感謝の気持ちから彼 らの仕事に匹敵す

る報酬を与 えることを疑わない。その金額は外国人が支払いを受け、帰国 したあ とでは、
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並はずれた額にはならないであろう。せいぜい、戦争が さらに六ヶ月続いた場合の金額で

あ り、軍隊を維持する費用 としては軽い負担であろう。 しか し、もし我々自身の破滅に署

名する以外に感謝の念を表す方法が無いと期待 してお られる方があるなら、彼 らの期待 に

は添うことはできない。すなわち世界で最 も強大な君主国を我 々の法律を破ることによっ

て打ち倒 してしまい、我々が成 し遂げた栄光ある政策を正当化するために我が国は八年間

の戦争を四千万ポンドの出費 と三十万人の犠牲 を払って遂行 し、それによって我々はヨー

ロッパ全体を守 り、その結果、我々自身の自由を失ってしまったなどという馬鹿げた話 を

世間の人々が広めるような機会を与えるつ もりはない。少な くとも我 々がそれに賛成 した

などとは言われないように希望する。

終わ り

あ とが き

ダニエ ル ・デ フ ォー(DanielDefoe)が モ ンマ ス公 の反乱 に参 加 してセ ッジムアの戦 い

(1685)で 敗走 し、逃避生活 を送 って後 、1686年3月 の大赦令 を経 て、名誉革命 に よ りウ

ィ リアム三世 が メア リと共 同統治 を始 めて以 来、dissenterで あ るデ フォー に とって彼 ら

の統治 は決 してゆるがせ にで きない政体 であった。 それ を支持す るデ フォーはEssayunion

1)yoject(1697)な どを発表 し、様 々な提言 を積極 的 に行 って いた。 その ような時 に世 に出

た ものが ウィ リアム三 世の常 備軍 に反対 す る共和 主義 者 の このパ ンフ レッ トであ る。デ

フ ォー もす ぐさま対抗 して反対 の論 陣 を張 る。 これは、その論 争の きっか け となったパ ン

フ レッ トの翻訳 である。

注

本 稿 は以 下 の パ ン フ レ ッ トの翻 訳 で あ る。

AnArgument,Sheaving,thataStandingArmyIsinconsistentwithAFreeGovernment,and

absolutelydestructivetotheConstitutionoftheEnglishMonarchy.London;1697.

本 パ ン フ レ ッ トの 復 刻 版 が 名 古 屋 大 学 図 書 館 に所 蔵 され て い る 。 なお 、 第 二 版 の マ イ ク ロ フ ィ

ル ム は専 修 大 学 図 書 館 に あ る。 情 報 提 供 して い た だ い た 専 修 大 学 教 授 、 島 田 孝 右 氏 に 謝 意 を表

した い 。

以下 の ア ドレス にお い て 原 文 の 参 照 が 可 能 で あ る。

http://www.potowmack.org/trench.html
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この ア ドレス に示 され た もの は 、 原 文 の 句 読 点 が 現 代 風 に 書 き換 え られ て お り、 か つ 、原 文 の

読 み取 り ミス と思 わ れ る箇 所 もあ る。

本 パ ンフ レ ッ トは初 版 が1697年 で 、 翌 年 第 二 版 が 出版 され 、 さ らに1703年 に 第 三 版 が 出 され

て い る。1697年 の初 版 は 印 刷 上 、 異 種 は な い と され て い る 。 こ のパ ン フ レ ッ ト出 版 当 時 、 イ ン

グ ラ ン ドは ス コ ッ トラ ン ドとの 連 合(1707年)以 前 で あ る の で イ ン グ ラ ン ドと した。

頁 表 記 に 関 して 、初 版 は 「前 書 き」 が ロ ー マ 数 字 のvま で あ り、 本 文 は一 頁 三 十 四 行 で(1)頁

か ら始 ま り(30)頁ま で あ る が 、 第 二 版 は頁 表 記 が 大 き く異 な り、 「前 書 き」 は ロー マ 数 字ivま で

で 、 本 文 は一 頁 三 十 五 行 で(5)頁 か ら始 ま り、(3頂 まで あ る 。 ま た 本 文 中 の 表 現 方 法 も少 し異 な

る箇 所 が あ る 。

1原 文 はQuicapitilleTacit.な お ラ テ ン語 和 訳 に関 して は京 都 大 学 大 学 院 助 教 授 、 高谷 修 氏 に

貴 重 な ご教 示 を い た だ い た 。記 して 謝 意 を表 した い 。

2David(?-c.970B℃.)。 第2代 イス ラエ ル 王(cB.C.1010-c.970B.C.)。

3Aaronモ ー セ の 兄 で ヘ ブ ラ イ人 の 最 初 の 大 祭 司 。 旧約 聖 書 《出 エ ジ プ ト記 》28、40:13-16参 照 。

4Gilgal古 代 パ レス チ ナ王 国 の い くつ か の 土 地 の名 。特 に イ ス ラ エ ル 人 が ヨル ダ ン川 を渡 っ た

後 に野 営 したエ リコ付 近 の土 地 。 旧約 聖書 《ヨ シ ュ ア記 》4:19-24参 照 。

5旧 約 聖 書 《サ ムエ ル記 》1.15:33参 照 。 「あ な た の 剣 が 、 女 た ちか ら子 を奪 っ た よ うに 、女 た ち

の う ちで あ な た の母 は 、子 を 奪 わ れ る 。」 こ う して サ ム エ ル は 、 ギ ル ガ ルの 主 の 前 で 、 ア ガ グ

をず た ず た に切 っ た。

6Gideonイ ス ラエ ルの 士 師。 ミデ ア ン人(theMidianites)の 征 服 者 。Jerubbaalと もい う。 旧

約 聖 書 《士 師 記 》6-8参 照 。

7こ の パ ン フ レ ッ トに は 著 者 の 名 前 は 記 さ れ て い な い が 、 共 和 主 義 者JohnTrenchard

(1662-1723)とWalterMoyle(1672-1721)の 共 著 で あ る と さ れ て い る 。 十 七 、 八 世 紀 にお い

て は著 者 名 が 作 品 に記 さ れ る こ とは少 な か っ た 。

8旧 約 聖 書 《創 世 記 》6～8章 に よ れ ば 、 最 初 の 人類 の 堕 落 の ゆ え に 下 され る大 洪 水 の 難 か ら

ノ アー 家 を逃 が す た め に 、 神 は箱 舟 の製 作 を ノ ア に命 じた 。 こ れ を 〈ノ ア の 箱 舟 〉 と い い 、

方 舟 の 字 も当 て る。 平 凡 社 、 『世 界 大 百 科 事 典 』。

9Mosesヘ ブ ラ イ語 で はモ ー シ ェ 。 ヘ ブ ラ イの 指 導 者 。 イス ラ エ ル 人 の エ ジ プ ト脱 出 を指 揮

し、 カ ナ ンの 地 へ 導 い た 。 シナ イ に お い て 神 か ら 「十 戒 」 を含 む律 法 を授 け ら れ た 。 旧 約 聖

書 《出 エ ジ プ ト記 》2参 照 。

10原 文 はCaribdis=Charybdisシ チ リア 島 の北 東Messinaの 海 峡 に発 生 す る 巨 大 な 渦 巻 き。

llCorinthiansコ リ ン トス 人 と も言 う。Corinth:コ リ ン ト地 峡 に 臨 む 古 代 ギ リシ ア の ドリス 人

の 都 市 国家 、 海 陸 交 通 の 要 衝 と して 繁 栄 。

12Lacedemoniansラ ケ ダ イモ ン人e古 代 スパ ル タ人 の 別称 。

13ThebansThebes:テ ー ベ ま た は テ ーバ イ 、古 代 ギ リ シヤ の ボ イ オ テ ィ ア の都 市 、 ア テ ネ と
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敵 対 した 。 ア レ キサ ン ダ ー大 王 に よ っ て滅 ぼ され た 。

14SamnitesSamniumサ ム ニ ウム:イ タ リ ア 中 ・南 部 に あ っ た古 代 の 部 族 国 家 、 ロ ー マ との3

次 に わ た る戦 争 で 滅 亡(290B.C.)。

15こ の 文 章 を 「彼 らは 金 銭 的 報 酬 を受 け取 らず 満 足 した」 と文 字 通 り解 釈 して は 誤 解 を招 く こ

とに な る 。 そ の 解 説 と して 以 下 の 文 章 が 参 考 に な る。

「最 も早 い 時 期 に は 、 兵 士 は 兵 役 の 代 償 と して給 料 を受 け取 る こ とが な か っ た。 民 兵 た る か

れ らは 他 人 の た め の賃 労 働 に 従 事 した の で は な く、外 敵 を撃 退 した り略 奪 戦 争 に出 陣 した り

す る 武装 国 民 そ の もの だ っ た か らで あ る。」 「か れ らに と って の 報 酬 は 、外 敵 を撃 退 し、 攻 撃

相 手 を屈 服 させ る こ とに よ る ロ ー マ 国 民 全 体 の利 益 の ほ か に 、 戦 利 品 に つ い て の一戦 闘 を指

揮 した将 軍 が 分 配 す る一分 け前 で あ っ た 。」 こ の場 合 の 戦 利 品 に は、 む ろ ん敵 兵 士 の 武 器 だ け

で な く、 敵 国住 民 か らの掠 奪 物 も含 まれ る。 あ る 意 味 で彼 ら は、 戦 利 品 の 分 け前 の た め に 、

つ ま り掠 奪 の た め に戦 っ た の で あ る 。 そ の 限 りにお い て彼 らが掠 奪 を恥 ず る必 要 は ま った く

な い 。 む しろ 、 そ れ を誇 りと さえ した で あ ろ う。 輝 か しい ロ ー マ の 凱 旋 式 に不 可 欠 だ っ た

の は 、 数 多 くの戦 利 品 つ ま り、 「財 宝 、 武 具 、 捕 虜 で あ っ た 」。 『掠 奪 の 法 観 念 史 中 ・近 世

ヨ ー ロ ッパ の 人 ・戦 争 ・法』、 山 内 進 著 、 東 京 大 学 出 版 会 、1993年 、pp.29-30.本 書 に 関 して

は近 畿 大 学 語 学 教 育 部 助 教 授 、 石 井 重 光 氏 の ご教 示 と ご厚 意 に よ り参 照 させ て い た だ い た。

記 して 謝 意 を表 した い。

16原 文 はImpeyatoysivemiles,siveTyannusarnZatusquisquissistito,vexillumq;arsnaq;

deponiso,neccityahuncamnemtyajicito「 古 代 ロー マ で は、 軍 隊 が こ の川 を渡 っ て イ タ リア

側 に入 る と きは 武装 を解 か ね ば な らな い と され て い た 。前49年1月10日 、属 州 ガ リ ア の長 官

で あ っ た カエ サ ル は そ の 禁 を破 り 〈饗(さ い)は 投 げ られ たjactaaleaesto>の 句 を吐 い て

軍 隊 を率 い て 渡 河 し、 ポ ンペ イ ウ ス との戦 い に入 っ た とい う。」 平 凡 社 、 『世 界 大 百 科 事 典 』。

こ の言 葉 は ス エ トニ ウス(GaiusSuetoniusTranquillus)(c.69-122以 後)《 ロ ー マ の伝 記作 家 ・

歴 史家 》 の伝 記 か らの 引 用 と され て い る。

17Pisistratus(c.605B.C.-527B.0.)、 アテ ネの憎 主(紀 元 前561,556-555,546-527)。

18Tymophanesま た はTimophanes。 紀 元 前366年 、 コ リ ン トの 専 制 君 主 とな っ たが 暗 殺 され

た。Timoleon(411B.C.-337B.C.)の 兄 。

19SyracusiansSyracuseシ ラ クー ザ:イ タ リ ア の シ シ リー 島 南 東 部 の港 市 、 コ リ ン トの植 民 市

と して紀 元 前734年 ご ろ に建 設 され た 。 アテ ネ との戦 争 に よる 戦場(415B.C.-413B.C.)、 第 ニ

ポ エ ニ 戦 争 時 の戦 場(212B.C.)、 シ ラ クサ 、 シ ュ ラ クサ イ と も言 う。

20Agathocles(361B.C.-289B.C.):シ ラ クー ザ の憎 主(317B.C.-289B.C.)。

21Marius,Gaius(c.155B.C.-86B.C.):古 代 ロ ーマ の将 軍 ・執 政 官 。

22SyllaLuciusCorneliusSullaFelix(c.138B.C.-78BC).Sullaは``Silla"と も表 記 され 、 た まに

"S
ylla"と も表 記 され て い る。 この パ ン フ レ ッ トにお け る綴 りは こ の最 後 の例 。



2301ivarottodiFermoま た は01iverottodaFermo(1556-1613)マ キ ャベ リの 『君 主 論』 第

8章 「極 悪 非 道 な 手 段 に よ っ て君 主 と な っ た場 合 に つ い て 」 佐 々 木 毅 訳 、 講 談 社 学 術 文 庫 、

2004年 参 照 。

24FrancescoSforza(1401-66)ミ ラ ノ君 主 に 成 り上 が っ た最 も幸 運 な 傭 兵 隊 長 。 ム ー ッ ィ オ ・

ア ッテ ン ドロ の 庶 子 。 ベ ネ チ ア と戦 う ミラ ノ公 フ ィ リ ッポ ・マ リ ア ・ビス コ ン テ ィ に仕 え

た 。1434年 教 皇 の 弱 点 を利 用 して ア ン コナ 辺 境 伯 位 を獲 得 。 ミラ ノ公 の 庶 出 の 唯 一 の娘 ビ ァ

ン カ ・マ リ ア と結 婚 後 、47年 彼 女 の父 が 死 ぬ と、 辺 境 伯 位 を放 棄 して 、 ミラ ノ公 爵 位 の相

続 を主 張 し、 ア ンブ ロ ジ ョ共 和 政(ア ンブ ロ ジ ア ナ共 和 国 と も い う)を 倒 して 権 力 を奪 回 し

た 。54年 ロ ー デ ィ の和 の の ち彼 の 公 爵 位 が 確 認 さ れ る 。 文 化 人 を援 助 し、 自分 の 多 くの 子 ど

もた ち に 人 文 主 義 的教 育 を受 け させ た 。 マ キ ャベ リは 『君 主 論』 の 中 で こ の ス フ ォ ル ツ ァ家

の文 人教 育 を 、 君 主 の 非 武 装 の 弊 害 例 と して 示 して い る。 平 凡 社 、 『世 界 大 百 科 事 典 』。

25DukeofMilainミ ラ ノ公 国 は北 イ タ リア の お もに ロ ンバ ル デ ィア 地 方 を 支 配 地 と した 公 爵 領 。

1395年 ジ ャ ン ・ガ レア ッ ッ ォが 皇 帝 か ら公 爵 位 を授 け られ 、公 国 の 歴 史 が 始 まる 。 同 家 の支

配 は広 く中部 イ タ リア の 一 部 に まで 及 び、 短 期 間(1447-50)ア ンブ ロ ジ オ 共和 国 が 成 立 す る

が 、 こ れ を 倒 した フ ラ ンチ ェ ス コ ・ス フ ォル ッ ァ に よ り公 国 が受 け 継 が れ る。 ス フ ォル ツ ァ

家 の 支 配 は1535年 ま で続 い た 。

26ChristiernChristianII(1481-1559)は デ ンマ ー ク王 ・ノ ル ウ ェー 王(1513-23)、 ス ウ ェ ー

デ ン王(1520-21)。 デ ンマ ー ク王 権 の 強 化 を 図 った が 、封 建 貴 族 ・聖 職 者 の 反 発 に あ い 亡 命

に追 い 込 まれ た 。 カ ル マ ル 同 盟 か らの 離 脱 を 図 るス ウ ェ ー デ ンに 対 して 強圧 策 を と り、 「ス

トッ ク ホ ル ム の 血 浴 」(1520)と 呼 ば れ る 粛 清 を行 っ たが 、 か え っ て 強 い 反 発 を招 き、 カ ル

マ ル 同 盟 の 崩 壊 を導 い た。

27「 ス トッ ク ホ ル ム の血 浴 」 と呼 ば れ る。1520年11月7日 ク リス チ ャ ン2世 は、 反乱 の 罪 を 赦

す とい う声 明 を発 し、 ス ウ ェ ー デ ン側 の 貴 族 、 僧 侶 、都 市 の 自由 市 民 の有 力 者 た ち を晩 餐 会

に招 い た 。 全 員 が ス トッ クホ ル ム の王 宮 に入 城 す る と、大 扉 は閉 じ られ 、招 か れ た客 は総 て

捕 らえ られ た 。 翌1ユ月8日 、 ス ウ ェ ー デ ンの 有 力 者 た ち は 次kに 処 刑 さ れ 、 そ の 犠 牲 者 の 数

は 、100名 を超 え た。 フ リー百 科 事 典 『ウ ィキ ペ デ ィア(Wikipedia)」

28GustavusEricsonグ ス タ フ1世(GustavI、GustavErikssonVasa、1495-1560)、1523年 ス

ウ ェ ー デ ン国会 に 選 ば れ て 国 王 とな る、 在 位1523-60)。 ヴ ァ ーサ 朝 の 祖 。

29原 文 はunummagnum.

3001iverCromwell(1599-1658)イ ン グ ラ ン ドの 軍 人 ・政 治 家 。 ピ ュ ー リ タ ン革 命 の 指 導 者 。 護

国 卿(1653-58)。

31JamesHarringtonま た はHarington(1611-77)イ ング ラ ン ドの 政 治 思想 家 。

TheCon2n20n-WealthofOceana『 オ シ アナ 共 和 国』(1656)の 著 者 。

32Brabantブ ラバ ン トまた は ブ ラバ ン:ヨ ー ロ ッパ 西 部 の 旧 公 国;現 在 は オ ラ ン ダ南 部 とベ ル

17世 紀イングラン ド常備軍 露
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ギ ー北 部 の 地域 に分 か れ て い る。

33Flandersフ ラ ンス 北 端 部 か らベ ル ギ ー西 部 に か け て の 地 方 で 、 北 海 、 ス ヘ ル デ川 、 ア ル トァ

丘 陵 に 囲 まれ た 地域 を指 す 。

34theMedices15～18世 紀 に フ ィ レ ン ツ ェ を 中心 に栄 え た イ タ リア の財 閥。

35LewistheXI(1423-83)、 バ ロ ア朝 第6代 の フ ラ ンス王(1461-83)。 シ ャ ル ル7世 の 子 。

36Tuscanyイ タ リア 中西 部 の州 二も と大 公 国(1532-1860):州 都Florence。

37BiscayニVizcayaビ ス カヤ 《スペ イ ン北 部Biscay湾 沿 岸 の 県 》。

38theGrisonsグ リゾ ンま た は グ ラ ウ ビュ ンデ ン 《ス イス 東 部 の 州 》。

39Genoaジ ェ ノ ア また は ジ ェ ノバ:イ タ リア ミラ ノ南 方 の 港 市 。

40イ タ リ ア南 部 、 シチ リア 島南 東 部 に あ る 同 名 県 の 県 都 。

41CharlesI(1600-49)イ ン グ ラ ン ド、 ス チ ュ ア ー ト朝 の 国 王(1625-49)。 清 教 徒 革 命 に よ り

1649年1月30日 、 群 衆 の見 守 る な か で 、 ホ ワ イ トホ ー ル 宮 殿 の 迎 賓 館 の 外 で 処 刑 さ れ た。

42JamesII(1633-1701)反 動 的 政 策 に よ り結 果 的 に名 誉 革 命 の 直接 の 原 因 を作 っ た イ ン グ ラ ン

ド後 期 ス チ ュ アー ト朝 の 国 王(1685-88)。 チ ャー ル ズ ニ 世 の弟 で 即 位 ま で は ヨー ク公 と称 し

た 。

43JamesScott,DukeofMonmouth(1649-85)チ ャー ル ズ ニ 世 の 庶 子 。1685年 ジ ェ イ ム ズ ニ 世

が 即 位 す る と王 位 継 承 権 を主 張 して 反 乱 を起 こ し、小 部 隊 を率 い て イ ング ラ ン ド南 西 部 の ラ

イ ム ・リー ジ ス(LymeRegis)に 上 陸 、 セ ッ ジ ム ー ア(Sedgernoor)の 戦 に敗 れ て処 刑 され

た 。

44Pharsaliaカ エ サ ル とポ ンペ イ ウス の 対 立 に端 を発 した 前 一 世 紀 半 ば の 内乱 で の 決 戦 地 。

45原 文 はArrnatenentiOnzniadatgzcijustanegat.

46Boccalineま た はTrajanoBoccalini(1556-1613)の 風 刺 小 説 『パ ル ナ ッ ソス 詳 報』Ragguagli

diPaynaso(1612-13)の 中 の エ ピ ソ ー ドと思 わ れ る。

47SamuelJohnson(1649-1703)と 思 わ れ る。 政 治 思 想 家 。 同 姓 同 名 のDr.Johnsonと 区 別 す る

ため に"theWhig"と 呼 ば れ る こ と もあ る。JuliantheApostate(1682)で ジ ェ イム ズ ニ 世 を

攻 撃 した。 名 誉 革 命 を支 持 した 。

48ThePrinceofOrange(1650-1702)ジ ェ イム ズ ニ 世 の 娘 、 メ ア リ と結 婚 しイ ン グ ラ ン ドを共

同 統 治 、 ウ ィ リア ム三 世(1689-1702)と な る。

49Falmouthイ ン グ ラ ン ドCornwall州 南 部 の港 、保 養 地 。

50Land'sendイ ング ラ ン ドCornwall州 の 南 西 端 にあ る岬;観 光 地 。

51Brestフ ラ ンス 西 端 の 港 市:1631年 以 降 海 軍 基 地 。

52Jerseyイ ギ リス 海 峡 にあ る英 領 の 島:Channel諸 島 の う ちで 最 大 。

53Guernsey,Isleofイ ギ リス海 峡 に あ るChannel諸 島 中の 島。

54Vaudois(ス イ ス の)ボ ー(Vaud)州 生 まれ の 人 。



55Cataloniaカ タ ロニ ア また は カ タル ー ニ ャ:ス ペ イ ン北 東 部 の フ ラ ンス と地 中 海 に接 す る 地

方 。

56Pelopidas(?-364B.C.):古 代 ギ リ シ アの テ ーベ の将 軍 ・政 治家;エ パ メ イ ノ ンダ ス と共 に ス パ ル

タ軍 を破 っ た(371BC.-369BC.)。

57Epaminondasエ パ メ イ ノ ンダ ス また は エ パ ミ ノ ン ダス(418B.C.?-362B.C.)二 古 代 ギ リシ ア の

テ ー ベ の将 軍 ・政 治 家:ス パ ル タ軍 を破 りテ ーベ の覇 権 を確 立 。

58Philopemen(253B.C.-184B.C.)、 ギ リシ ヤ の将 軍 。

59Pensioner-Parliamentイ ング ラ ン ドの ピ ュ ー リタ ン革 命 で 主 要 な役 割 を演 じた 議 会 。 戦 費 に

窮 した チ ャ ー ル ズ1世 が 〈短 期 議 会 〉 の 失 敗 後 、 そ の 第5議 会 と して1640年ll月 招 集 した 。

以 後53年 か ら59年 まで の 中 断 期 を除 い て 、60年 ま で 続 い た た め 、 〈長 期 議 会 〉 と呼 ば れ た 。

平 凡 社 、 『世 界 大 百 科 事 典 』。

60MachiavelNiccolMachiavelli(1469-1527)。 イ タ リア、 フ ィ レ ンツ ェ の外 交官 、 政 治 思 想 家 。

彼 は傭 兵 隊 中 心 の イ タ リ アの 軍 制 を批 判 し、 農 民 か ら な る軍 隊 の 創 設 に 力 を尽 く した 。 『君

主 論 』(1532)の 著 者 。

61FrancisBacon(1561-1626)

62TheCo〃 〃%o/2一碗 α励6ゾ066θ 朋 『オ シア ナ 共 和 国』、1656。 以 下 のURLで 参 照 可 能 。

http://www.marxists.org/reference/archive/harrington-fames/1656/oceana/chO4.htm

63原 文 はEnfinsionveutruinerLesAngloisilsuffitdelesobligeratenirdesTroupessur

pied.

64ElizabethI(1533-1603)イ ング ラ ン ド、 チ ュ ー ダー朝 の 女 王(1558-1603)。

65Jacobite名 誉 革 命(1688-89)に よっ て イ ン グ ラ ン ド国王 ジ ェ ー ム ズ2世 が 事 実 上 退 位 を強 制

され 、 フ ラ ンス へ 亡 命 した 後 も、 引 き続 き同王 とそ の 直 系 の子 孫 を 正 統 な君 主 と して 支 持 し

た 人 々。 ジ ェ ー ム ズ の ラ テ ン語 形Jacobusに ち なみ ジ ャ コバ イ トと呼 ば れ た。

66DukeofAlansonHerculeFrancois,Ducd'AlenConetAnjou,(1555-1584)フ ラ ンス 、 ヴ ァ ロ

ワ家 の 貴 公 子 で 、 メ ア リー ・オ ブ ・ギ ー ス の血 縁 。 ア ラ ン ソ ン 公 の称 号 を持 って い た が 、 兄

の ア ンジ ュ ー 公 が ア ン リ三 世 と して 即 位 した た め そ の称 号 を継 い だ。1579年 にエ リザ ベ ス 女

王 に結 婚 の 申 し込 み をす る た め に イ ング ラ ン ドを訪 れ て い る 。

67SirJosephWilliamson(1633-1701)1678年ll月18日 、 下 院 に よ り ロ ン ドン塔 へ 送 られ た が 、

数 時 間 後 にチ ャー ル ズニ 世 の 命 令 に よ り解 放 され た。

68TheTower「 ロ ン ドン塔 」 当時 、 国 事 犯 の牢 獄 と して使 用 され て い た 。

69GeneralMonk,George(1608-70)、 イ ン グ ラ ン ドの 将 軍 。1660年 ク ロ ム ウ ェ ル政 権 崩 壊 後 の

混 乱 の 中 を軍 を率 い て ロ ン ドンに 入 り、 亡 命 中 の チ ャー ル ズニ 世 と交 渉 、仮 議 会 を召 集 して

王 政 復古 の 準 備 を整 えた 。 そ の 功 に よ り公 爵 とな っ た。
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タイ トル頁の訳

常備軍は自由な政府 とは調和せず、イングランドの王制にとって決定的に有害であることを示

す主張

戦いに優れたる鹿は共有の草地から馬を追い出 した。

長い戦いにおいて、優勢になるまで

馬は人間の力に救いを求めた、その結果、手綱を付けられることになった。

しか し力強い勝利者は、敵から学んだ後にも、

背中か らは騎手を、口からは手綱 を取 り去 らなかった。

ホ ラチ ウ ス 『書 簡 』10
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